
労
働
保
険
と
は
、
労
災
保
険
と
雇

用
保
険
の
総
称
で
、
労
働
者
の
生
活

の
安
定
、
福
祉
の
増
進
等
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
、
政
府
が
直
接
管
理
運

営
し
て
い
る
保
険
で
す
。
農
林
水
産

業
の
一
部
を
除
き
、
労
働
者
を
一
人

で
も
雇
用
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、

法
人
・
個
人
を
問
わ
ず
加
入
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
労
働
保
険
に

加
入
し
て
、
従
業
員
の
方
々
が
安
心

し
て
働
け
る
職
場
に
し
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

小
樽
労
働
基
準
監
督
署

℡
０
１
３
４
―
33
―
７
６
５
１

を
お
願
い
し
ま
す
。
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次
の
と
お
り
無
料
法
律
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
金
銭
・
不
動
産
な
ど

で
お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

◆
日
時

10
月
15
日
d

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

◆
場
所

余
市
中
央
公
民
館
２
階

◆
定
員

６
人
。
１
人
の
相
談
時
間

は
30
分
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

余
市
町
役
場
　
町
民
生
活
係

℡
21
―
２
１
２
０

※
ご
利
用
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
申

し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

土
地
は
国
民
の
た
め
の
限
ら
れ
た

資
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
で
は

「
土
地
の
有
効
利
用
に
よ
る
適
正
な

土
地
利
用
の
推
進
」
を
政
策
目
標
と

し
て
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
年
も
、
10
月
１
日
か
ら
31
日
ま

で
の
１
か
月
間
を
「
土
地
月
間
」
と

し
、
公
共
の
福
祉
等
、
土
地
に
つ
い

て
の
基
本
理
念
に
つ
い
て
広
く
国
民

の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
運
動
を
展

開
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
す
べ
て

の
自
動
車
の
保
有
者
に
、
自
動
車
１

台
ご
と
に
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
基
本
的
に
す
べ
て
の
加
害
者

の
賠
償
責
任
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、

す
べ
て
の
被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償

を
保
障
す
る
制
度
で
あ
り
、
被
害
者

の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
、
よ
り
一
層
自
賠

責
制
度
の
役
割
・
重
要
性
や
、
保
険

金
・
共
済
金
の
支
払
い
の
し
く
み
な

ど
を
十
分
に
理
解
・
認
識
す
る
こ
と

が
と
て
も
大
切
で
す
。

■
自
賠
責
保
険
・
共
済
の
有
効
期
限

は
切
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
一
の

自
動
車
事
故
の
際
の
基
本
的
な
対
人

賠
償
を
目
的
と
し
て
、
原
動
機
付
自

本
年
11
月
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ

ま
す
漁
業
セ
ン
サ
ス
は
、
５
年
ご
と

に
我
が
国
の
水
産
業
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
「
水
産
業
の
国
勢
調
査
」

と
も
い
う
べ
き
大
切
な
調
査
で
す
。

農
林
水
産
省
が
都
道
府
県
・
市
町

村
を
通
じ
て
実
施
す
る
調
査
で
、
漁

業
者
や
水
産
関
係
者
の
方
々
の
と
こ

ろ
へ
、
統
計
調
査
員
が
調
査
票
の
記

２
等
陸
・
海
・
空
士
を
募
集
し
ま

す
。

◆
身
分

特
別
職
国
家
公
務
員

◆
応
募
資
格

18
歳
以
上
27
歳
未
満

【
問
い
合
わ
せ
先
】

自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部

小
樽
地
域
事
務
所

℡
０
１
３
４
―
22
―
５
５
２
１

赤
い
羽
根
共
同
募
金
は
、
子
ど
も
た
ち
や
一
人
親
家
庭
の
福

祉
の
た
め
に
も
役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
地
域
や
学
校
で
の
福
祉
教
育
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
・
一
人
親
家
庭
の
交
流
会
や
入
学
・
卒
業
時
の
懇
談
会
等
、

地
域
で
の
仲
間
作
り
や
社
会
福
祉
に
関
し
て
の
理
解
を
深
め
る

た
め
に
役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

あ
な
た
の
ま
ち
の
福
祉
活
動
を
支
え
る
た
め
に
、

今
年
も
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

共同募金�

www.akaihane-hokkido.jp
HPで赤い羽根共同募金の内容がわかります

転
車
を
含
む
す
べ
て
の
自
動
車
に
加

入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

四
輪
車
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
特

に
、
車
検
制
度
の
な
い
２
５
０
㏄
以

下
の
バ
イ
ク
（
原
動
機
付
自
転
車
・

軽
二
輪
自
動
車
）
は
、
有
効
期
限
切

れ
、
か
け
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

自
賠
責
制
度
の
詳
し
い
内
容
は
、

http://w
w
w
.jibai.jp

で
ご
覧
に
な
れ

ま
す
。

入
の
お
願
い
に
う
か
が
い
ま
す
。

調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共
団

体
の
水
産
行
政
施
策
の
推
進
の
た
め

広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
調
査
し
た
内
容
は
、
統
計

資
料
作
成
の
た
め
だ
け
に
使
用
し
ま

す
。
調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

町
企
画
課



9

北海道内では、国民年金保険料が未納となって
いる方に対する「電話や文書による納付督励」や
「戸別訪問による納付督励及び保険料の収納業務」
について、平成19年10月から民間委託を実施して
います。平成20年10月からは、積丹町にお住まい
の方も対象となります。社会保険庁から委託を受
けた民間事業者が電話や文書、戸別訪問などで国
民年金保険料の納付のご案内を行います。

●実施期間 平成２２年９月３０日まで
●受託民間事業者

株式会社　オリエントコーポレーション

・民間事業者の担当者が保険料をお預かりして保
険料を収納する場合には、必ずお客様が保険料の
納付書をお持ちの場合に限られています。社会保
険庁が発行した保険料の納付書をお持ちでない方
から、民間事業者の担当者が現金をお預かりして、
領収書を発行することはありません。
・民間事業者に提供する個人情報は、納付督励を
行ううえで必要となる国民年金保険料の未納者情
報に限定しており、さらに取扱事業者に対しては
「個人情報の保護に関する法律」や社会保険庁独自
の取扱規程、収納業務の民間委託に係る委託契約
書などで、目的外使用や閲覧、漏洩、複写等を禁
じるなど厳格な安全管理措置を講じています。

【問い合わせ先】
小樽社会保険事務所（℡ 0134－23－4236）

国民年金保険料について社会保険料控除の適用
を受ける場合には、「領収書」または「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」の添付が義務付け
られています。
平成20年中に国民年金保険料を納付された方に

は、控除証明書が11月または翌年２月に送付され
ます。年末調整や確定申告の際には、控除証明書
や領収書が必要となりますので、大切に保管して
ください。

平成20年１月１日から平
成20年９月30日までの間に国民年金の保険料を納
付された方。

平成20年10月１日か
ら平成20年12月31日までの間に今年初めて国民年
金の保険料を納付された方

●「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
に記載されている月分以外の保険料を12月31日ま
での間に納付した場合、今年分として申告ができ
ます。「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
に記載されている保険料額に、後から納付した保
険料額を合算して申告してください。なお、後か
ら納付した保険料分の「領収書」も添付する必要
があります。
●世帯主または配偶者としてご家族の国民年金保
険料を納付された場合は、納付した方がその保険
料を申告することができます。

【問い合わせ先】
小樽社会保険事務所（℡ 0134－23－4236）



Ｂ＆Ｇ財団が主催する、平成20年度Ｂ＆Ｇ海洋体
験セミナーが今年も沖縄県で８月５日から９日まで
の４泊５日の日程で行われました。このセミナーは、
青少年を対象に海洋性レクリエーションや自然体験
活動を通して、人と海との係わりを知り広く理解を
深めることを目的に行われているもので、積丹町か
らは杉野桂梨さん・古川蓮さん（ともに美国小６年）
の２人が参加しました。
沖縄の青い海と豊かな自然の中、たくさんの仲間

とともに過ごした５日間の思い出いっぱいの感想文
は町ホームページに掲載していますので、ご覧くだ
さい。
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10月20日Bから26日Aは「秋の行政相談週間」です。
毎日の暮らしの中で、国の役所や特殊法人が行っ

ている仕事について困っていること、納得できない
こと、意見をお持ちの方は、お気軽においでください。

【日　時】 10月23日E 13：00～15：00

【場　所】 積丹町総合文化センター １階 娯楽室
【行政相談員】 播　磨　修　一　氏
【相談内容】年金、老人保健・福祉、道路、登記、郵

便、消費者保護、雇用保険、役所の窓口
サービスなど

2011年（平成23年）７月24日までに今までのテレ
ビ放送（地上アナログ放送）は終了します。それ以
降は、アナログテレビをお使いの方は、そのままで
はテレビ放送（デジタル双方）を見ることができま
せん。
地上デジタル放送を視聴するには、①地上デジタ

ル放送対応のテレビに買い換える②地上デジタルチ
ューナーを買い足す③地上デジタル放送対応済みの
ケーブルテレビで視聴する、各方法があります。①、
②については、ＵＨＦアンテナが必要です。
なお、ＢＳアナログ放送も地上アナログ放送と同

じ2011年７月24日までに終了します。
詳しくは、下記へお問い合わせください。

■総務省地デジコールセンター
（地上デジタル放送について）
電話 0570－07－0101（ナビダイヤル）
ＩＰ電話など、ナビダイヤルがつながらない
場合　電話 03－4334－1111

平日９：00～21：00 土日祝９：00～18：00

■ＢＳデジタル放送お問い合わせセンター
（ＢＳデジタル放送について）
電話 0570－01－2011（ナビダイヤル）
ＩＰ電話など、ナビダイヤルがつながらない
場合　電話 045－345－4080

平日９：00～21：00 土日祝９：00～18：00

・（社）デジタル放送推進協会
ホームページ　http://www.dpa.or.jp




